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地域との共生に基づく
太陽光発電の健全な普及を目指して

2022年5月12日
一般社団法人 太陽光発電協会（JPEA）

第3回 再エネ設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会
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国の第6次エネルギー基本計画の実現を視野に、
「国と地域に求められるエネルギーを、地域と共に創り、地域社会との調

和・共生・連携を図ることで、太陽光発電が国と地域に大きな便益をも
たらす自立した主力エネルギー」となることを目指す。

太陽光発電協会のビジョンとミッション

■主な活動
・太陽光発電の健全な普及に向けた提言・関係機関への意見具申等
・太陽光発電設備の施工品質の向上や保守点検等に関するガイドラインの作成・公開
・施工技術者及び保守点検技術者の育成のためのPVマスター技術者制度の運用
・太陽光発電に関する標準化及び規格化についての調査研究、出荷統計の取り纏め・公開
・太陽光発電の健全な普及に向けた啓発活動:シンポジウムやセミナーの開催、情報発信
・使用済み太陽電池モジュールの適正処理・リサイクル等に関する研究

■会員数 119社・団体（2022年4月現在）、他に賛助会員13団体
・販売・施工（含むゼネコン、住宅メーカー等） :42社（35%）
・周辺機器・部品・素材メーカー :26社（22%)
・太陽電池セル・モジュールメーカー :20社（17%）
・電力・エネルギー :18社（15%)
・機関・団体 : ２社（2%)
・その他 :11社 （9%）
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2030年46％削減に向けた太陽光発電の導入目標（累計）
 2020年度末の累計導入量は約61GW（電源構成の7～８％）
 第６次エネ基の2030年度末の見通しは103.5～117.6GW（電源構成の14～16％）であり、

第5次エネ基の64GWから大幅に上方修正され野心的レベルとなっている。
 JPEAにおいても従来の2030年ビジョンの100GWから新たな野心的目標125GWを設定
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日本の太陽光発電‐累計導入量：実績と見通し

10kW未満

10-999kW

1MW以上

JPEA野心的目標125GW

第6次エネ基見通し103.5GW

JPEAビジョン100GW

第5次エネ基見通し64GW

第6次エネ基見通し117.6 第5次エネ基本見通し
64GW

第6次エネ基見通し
103.5GW～117.6GW
第6次エネ基見通し
103.5GW～117.6GW

JPEA野心的目標
125GW

JPEAビジョン
100GW（2020年発表）

2030年の野心的目標達成には、2020年度実績から2倍程度に増やす必要がある

※:容量の単位:GW（ギガワット＝100万kW）
交流出力（パワーコンディショナーの合計出）

2020年度迄の実績値は資源エネルギー庁のデータのに基づきJPEAが作成

61GW
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資源エネルギー庁 第70回調達価格等算定委員会（2021年10月4日）の資料を基に作成

 FIT認定量は、2015年度以降減少しており、2020年度は0.9GWまで大きく減っている。
 この傾向が続けば、事業用太陽光の年間導入量は従来の5GW程度から1GWを下回るレベルになる。
 太陽光発電の主力化には、減少トレンドを反転させ上昇トレンドにしなければならない。
 2030年の野心的な導入目標の実現には、今後、事業用で年4～5GW/年の新規認定が必要。

事業用太陽光のFIT認定量:足元では1GW未満に大きく低減
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 自立した主力電源になるための5つのチャレンジ

 地域との共生は主力電源の土台であり、太陽光発電にとって最優先課題である。

２. 地域との共生無くして太陽光発電は主力電源になれない

系統制約
の克服

地域
との
共生

価値
創出

コスト
競争力の

向上

FITからの自立

主力電源の土台

主力電源

（調整力確保）
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目指すべきは、厄介者扱いされることの多い太陽光発電と地域との「相容れない部分」を解消す
ることではなく、地域や国に裨益する太陽光発電の「あるべき本来の姿」に戻すことではないか。

３．目指すべきは太陽光発電の「あるべき本来の姿」に戻すこと

現状の懸念・課題 あるべき本来の姿

地
域
・
住
民

① コミュニケーション不足
（土地開発前）

② 立地場所に関する懸念
（土地開発前）

③ 関係法令遵守違反の懸念
（土地開発・運転開始後）

④ 適切な事業実施への懸念
（運転開始後）

⑤ 適切な廃棄への懸念
（廃止・廃棄）

⑥ 地域経済等への貢献が小さい

① 計画段階から地域との良好なコミュニケー
ション。地域住民の声を尊重し、地域と共に
事業を推進する姿勢で臨む。

② 災害発生・自然環境に十分配慮した立地場所
選定と開発計画による安全・安心の確保

③ 法令順守は当然ながら各種ガイドラインを踏
まえた開発と事業運営。不備が見つかれば直
ちに改善を実施。

④ 地域に配慮した事業運営と適切な維持管理に
より⾧期安定稼働を実現。

⑤ 将来のリプレースや設備廃棄を適切に実施す
るための事業計画・資金計画を策定し、外部
積み立て含め計画を着実に実施。

⑥ 地域の雇用・経済にも貢献する地域の為の発
電所。開発・建設段階、及び運転維持段階で
の雇用創出、経済波及効果。地域のエネル
ギー自給率向上、脱炭素化、災害時の電源と
しての貢献等。

国
・
国
民

 国民負担（電気料金）の増加  コスト低減・自立化の推進等による
 国民負担（賦課金）の低減
 エネルギー自給率の向上
 脱炭素化の推進
 レジリエンスの強化
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太陽光発電の「あるべき本来の姿」は、地域・国・グローバルのそれぞれのレベルで便益をもたら
す「未来への投資」ではないか。

参考:「あるべき本来の姿」＝便益をもたらす「未来への投資」

太陽光発電の本来の姿:地域・国・グローバルにおいて便益をもたらす
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企画立案 設計 施工 設備運用・管理 設備撤去・
廃棄

■太陽光発電協会は、ライフサイクルにおける法令遵守、地域との共生並びに
⾧期安定稼働を推進するために、自主ガイドランの策定・公開の他、セミナーや
研修の実施、技術者資格制度の運営等を行っている。

JPEAのこれまでの取組の例:健全な普及のために

➀太陽光発電事業の評価ガイド(2019.4.25改定）

②地上設置型太陽光発電システム
の設計ガイドライン

③太陽光発電システムの基礎・架台の
設計・施工のチェックリストと留意点

④太陽光発電保守
点検ガイドライン（JEMA/JPEA)

⑥ 環境配慮設計
アセスメントガイドライン

⑧ 表示ガイドライン ⑨ 被災時の取扱い上の留意点
点検・復旧・撤去の手順・留意点

➉ 太陽光発電システムの
設計と施工（改訂５版）

⑪ ＰＶマスター保守点検
技術者研修・育成・認定

⑤適正処理に資する
情報提供ガイドライン

⑫処理可能産業廃棄物中
間処理業者名一覧表

⑦ 太陽光発電システムの不具体事例と
その対処例
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 JPEAでは、太陽光発電に関する、計画・設計・施工・保守・廃棄など様々な ガイドラ
インを策定し、広く公開し、健全な普及を目指し活動を行って。

 中でも、設計や施工に関して、NEDOの事業に参画し※、多様化する設置形態に応じた設
計ガイドラインを公開している。（※第2回の本検討会において構造耐力評価機構殿から紹介された通り）
地上設置型、傾斜地設置型、営農型、水上設置型の４つのガイドラインを公開
https://www.jpea.gr.jp/document/handout/guideline2019/
https://www.jpea.gr.jp/document/handout/guideline2021/

地上設置型 傾斜地設置型 営農型 水上設置型

参考:太陽光発電設備の設置に関するガイドライン
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参考:保守点検ガイドラインや発電事業の評価ガイド

JPEAは、前述の設計や施工以外にも以下の4つの取組み等を実施
１．保守点検ガイドライン:太陽光発電の直流部分の保守点検ガイドライン
２．発電事業の評価ガイド:事業の継続に係るリスク等を評価するためのガイド
３．技術者・人材育成 :PVマスター施工技術者及び保守点検術者制度
４．セミナー等の実施 :保守点検や安全管理等に関する啓発活動を実施

太陽光発電システム保守
点検ガイドライン
JEMA/JPEAで策定

太陽光発電の評価ガイド
事業継続リスクの評価のガイド
評価ガイド策定委員会による

J-COT(PVマスター技術者
制度運営センター）を
JPEAが運営

太陽光発電の保守点検
に係るセミナー開催
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地域との共生をより強力に推進するための「これからの取組」

 新規認定案件に関しては、買取価格が10円/kWh程度に低下したことにより、大規模な森林
の伐採や土地の改変を伴う開発は事業採算の観点で大きく減少すると見込まれる。

 法令に関しては、従来より厳しい事業規律が求められ、順守できる事業者しか事業に携わ
れない環境が整いつつある。

 これからはコーポレートPPA等、需要家が直接関わる事業形態の普及が見込まれるが、需要
家による監視・チェック体制が機能することで、地域との共生が進むことを期待したい。

 課題は、特に中小規模の設備について、①運転開始前にチェック機能を働かせること、並
びに②その実効性をどうやって高めるかでは無いだろうか。

新規開発案件に関する取組:企画立案から運転開始までをフォーカス

既設発電設備に関する取組:運転開始から設備廃棄までにフォーカス

地域との共生をより強力に推進するためには、「新規開発案件」と「稼働済みの
既設案件」のそれぞれに対応した取組を推進することが求められる。

 2017年度の改正FIT法の前に認定された設備が多く、地域との共生に関しても問題を抱え
た案件が存在する。中には法令順守が疑われる案件もある。

 法令の改正だけでは改善が難しく、地域との共生を推進する場合の最大のハードル。
 太陽光発電協会では、「地域共創エネルギー推進委員会」を立ち上げて、稼働済み案件の自

主保安や施工不良の是正等の推進に取り組んでいる。
 例えば、FIT買取期間終了後の設備を、自治体や地域住民を含む事業体等が継承し⾧期稼働

させるような地域に根差した取組みを国が支援するような制度も検討に値するのではないか。
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地域との共生をより強力に推進するための「これからの取組」

■JPEAでは、2021年4月に「地域共創エネルギー推進委員会」を新たに立ち上げ、
太陽光発電が地域と共に創るエネルギーとして発展していく姿を目指している。

■具体的な取組としては、低圧設備（10kW～50kW）を含む事業用太陽光の検査
や格付けの仕組み、健全化に向けた自主保安・施工不備の是正等を検討している。

■進めるにあたっては、国や自治体、業界関係者とも協議しながら取り組んでいる。

VS
バッティング

相容れない…妥協、我慢

基本的に「相容れない部分」を解消する
のではなく、「本来の姿」に戻すこと

地域

太陽光発電
必要

貢献

求められる

地域 共創 エネルギー推進委員会

太陽光発電 地域

共生イメージが悪いことが
前提になっている。 本来のあるべき姿

地球温暖化問題
に対する取組

脱炭素社会の実現

地域と共に創る

共創＝
- JPEAで新たな委員会の発足 -
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参考:地域共創エネルギ－推進委員会の設立の経緯と目的

1. 太陽光発電所の安全性とそれに伴う「地域に暮らす人々の安心」の確立
FIT制度開始時より大量に導入された事業用太陽光発電設備においては、一部、低い
安全品質のものも存在しており、それらを含めた既設導入済み設備に対する安全性と安
心の確認・確保・確立を行うと共に、太陽光発電設備へのネガティブな認識を払拭し、
それをもって今後新設される設備についての導入拡大の加速を可能とする。

2. 地域において必要不可欠なエネルギー（電源）として、その貢献性の確立
地球環境問題等の解決策として、また災害時等のレジリエンスの為のエネルギーとして、ク
リーンな地産地消・地域貢献型分散電源という「本来の姿・役割」を果たすべく、様々な
貢献ベネフィットを提案、明確化し、地域や社会に向けて発信。地域の人々自らが、その
電源を必要とし導入拡大の当事者となってもらえる基盤を醸成する。

上記２点を中心に、地域に寄り添い、地域と共に創り出す「草の根型共創エネルギー」
としてのあり方・政策等の提言・確立を本委員会の目的とする。

JPEAの地域共創エネルギー推進委員会における経緯と目的
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参考:地域共創エネルギー推進委員会の取組事例:実態調査

 JPEAが設置した「地域共創エネルギー推進委員会」の取組として、地域にとって安心・
安全な太陽光発電設備が導入されているかの実態を自主的に調査している。

 今後、これらの調査結果を踏まえ、「安心・安全」な設備への是正改善を含めた対応策
を検討して行く予定。

調査地区:関東近県、九州･北陸・東海地方
調査設備:低圧（10-50kW) 299件
法令懸念:フェンス10%、標識40%
設備状態:土木懸念 7％

架台強度懸念7％

調査地区:関東近県、九州･北陸・東海地方
調査設備:高圧・特高 66件
法令懸念:フェンス3%、標識24%
設備状態:土木懸念 3％

架台強度懸念0％
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 今期通常国会で審議中の電気事業法等の改正法案において、10-50kWの小規模の太陽
光発電設備についても基礎情報の届出や使用前の自己確認等、保安・保守の厳格化が求
められることになり、新規に設置される太陽光発電の健全な普及が進むと期待される。

 当協会としては、業界関係者に対し、改正法案の新しい保安規制の周知と、使用前自己
確認の円滑な導入に向けた啓発活動を行っていく。また、既設の発電設備についても、
事業者による電気事業法の技術基準の維持、並びに再エネ特別措置法で定める適切な事
業運営の推進をはかるべく活動を進めていく。

出典:第7回産業保安基本制度小委員会 資料抜粋

参考:太陽光発電の保安規制等の厳格化と適正運用に向けて
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 太陽光発電の健全な普及にとって、「適正処理・リサイクルへの対応」は極めて重要と認
識し、JPEAとして「適正処理・リサイクル研究会」を設置し国の制度作りへの意見具申
やガイドラインの作成の他、将来の大量廃棄に向けた調査研究を行っている。

 JPEAとしては、既存の廃棄物処理法等を踏まえつつ、大量廃棄が始まる2030年以降を見
据え、製造者、発電事業者、排出者、行政、中間処理事業者、リユース事業者など全ての
ステークホルダーが関与したサスティナブルな適正処理・リサイクルが可能となる仕組み
が望ましいと考え検討を進めている。

使用済み太陽電池の適正処理・リサイクルに向けた取組について

JPEAの基本的なスタンス

 「太陽電池モジュールの適正処理・リサイクル」に関して、FIT認定申請時に求められる、
廃棄費用の確保を含む事業計画の策定と、今年7月から始まる廃棄費用の外部積み立てへ
の対応は当然のことながら、

 発電事業者が取り組むべきは、FIT買取期間（住宅用は10年、事業用は20年）を越えて
⾧期間稼働を継続することである。例えば、20年で稼働を終了する場合に比較し、30年
稼働を継続することで、計算上は太陽電池パネルの排出量を3分の2に減らせることにな
る。

発電事業者が取り組むべき事項:買取期間を超えた⾧期稼働
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 住宅用太陽光に関しては、2009年の余剰買取制度の開始前に導入された方を含め、設置
から10年以上経過した設備が多数存在し、一部の方ではあるものの太陽光発電システム
を撤去したいとの声があることを承知している。

 JPEAとしては、太陽光発電パネルは寿命が20年以上（場合によっては30年以上）と⾧い
こと、またパネルより寿命が短いパワーコンディショナー（PCS）も、本体、或いは部品
の交換によって発電の継続が可能なことから、FITの買取期間が終了しても稼働を継続す
ることを推奨している。

 その上で、どうしても廃棄されたい方に対しては、適正処理ができるように分かりやすい
情報提供に向けて準備を進めている。

参考）住宅用に関する適正処理・リサイクルに向けた取組について
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参考:ＮＥＤＯ調査事業への参画

① 背景と目的
将来大量に廃棄される太陽電池モジュールのリサイクルを円滑に行うためには、使用

後の適正処理プロセスにおける太陽電池モジュールの回収等の現状を把握し、適正処理
の効率化、そのために必要となる課題の解決に向けた方向性などを明らかにする必要が
ある。

本調査では、太陽電池モジュールの適正処理プロセスにおけるモジュール回収の現状
等について、国内の実態を調査するとともに、海外における回収システムをはじめとす
るリサイクル動向をIEA PVPS Task12（PV Sustainability）への参加等を通じて調査す
ることにより、太陽電池モジュールの適正処理を実証できる企画を提案することを目的
とする。

② 最終目標
(1) 国内における太陽電池モジュールの適正処理に関する調査

日本国内における現状を調査し、解決すべき課題や制約要因を把握する。
(2) 海外における太陽電池モジュールの適正処理に関する調査

海外における動向を調査し、先行事例から得られる課題や論点を把握する。
(3) 太陽電池モジュール適正処理の円滑化に向けた検討

太陽電池モジュールの適正処理の効率化、円滑化に向けた手法を検討し、実証可能な
企画を提案する。
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■太陽電池モジュールの環境配慮設計アセスメントガイドライン
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/themes/jpea/pdf/t161019.pdf

■使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/themes/jpea/pdf/t171211.pdf

■「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン（第1版）」
に基づき自社ウェブサイトにおいて情報提供しているとの連絡が当協会宛てにあった
企業一覧

https://www.jpea.gr.jp/document/handout/member-list/

■適正処理（リサイクル）の可能な産業廃棄物中間処理業者名一覧表
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/220412_recycle.pdf

■使用済み太陽電池モジュールの適正処理・リサイクル Q & A
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/themes/jpea/pdf/handout_qa.pdf

参考:JPEAが公開している関連情報・ガイドライン一覧
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使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン

http://www.jpea.gr.jp/pdf/t171211.pdf

太陽電池モジュールの製造・販売事業者が、
含有化学物質の情報を提供することで、排
出事業者が適正処理のために必要な情報を
処理業者に提供する際の参考に供する。

2021年7月末現在の情報提供者数:33社
以下のURLにおいて掲示中。
http://www.jpea.gr.jp/document/hando
ut/company_list.html

参考:JPEAの取組み事例①

１）対象物質:以下の４物質
鉛、カドミウム、ヒ素、セレン

２）含有率基準値
表示を行う際の含有率基準値は以下の通りとし、
これを超える場合に表示する。
• 鉛: 0.1wt％
• カドミウム: 0.1wt％
• ヒ素: 0.1wt％
• セレン: 0.1wt％

3）表示部位
モジュールを構成する４つの部位毎の質量を分母、
それぞれの部位中の対象化学物質含有量を分子と
し、除して算出する理論値。

①フレーム、
②ネジ
③ケーブル
④ラミネート部
（端子箱を含む、①・②・③以外部分）
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適正処理(リサイクル)の可能な産業廃棄物中間処理業者名一覧表
https://www.jpea.gr.jp/wp-content/uploads/220412_recycle.pdf
排出事業者が適正処理の委託先を見つける場合の参考情報の一つとして本一覧表を作成
掲載対象:標準処理方法において自己宣言したリサイクル率が一定程度あり、本一覧表への掲載
を希望している業者 （2022年4月末現在、33社を掲載。）

参考:JPEAの取組み事例②
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■将来/大量排出時の対策■当面の対策

既存の廃棄物処理法等を踏ま
えつつ、全てのステークホル
ダーが関与した持続可能な適
正処理・リサイクルの仕組み
が望まれる。

そのような検討を開始すること
を念頭に、先ずは、省庁の枠を
超えて、関係するステークホル
ダーによる意見交換会等を開催
してはどうか。

太陽光発電事業の特徴に留意しつつ、すべてのステークホルダーが参加する持続可能な適正処
理リサイクルの仕組みが必要ではないか。

＜製造・輸入業者＞
・環境配慮設計（DfE)の推進
・有害物質含有情報の提供（※に準拠）

(2020年4月現在参加社数 31社）
＜発電事業者＞
・将来の廃棄に備えた準備(廃棄費用の積み
立て等)

＜産廃・中間処理事業者＞
・リサイクル設備への投資・技術開発
＜政府＞
・設備投資補助（環境省）、技術開発支援（経産
省、NEDO）等

＜地方自治体・諸団体＞
・使用済み太陽光発電設備の適正処理

の仕組みの検討
＜JPEA＞
・有害物質含有情報提供ガイドラインの

策定・公表・活用の要請（※）
・産業廃棄物中間処理事業者紹介

(2021年5月現在参加数 30社 2団体)

将来は全てのステークホルダーが関与した持続的な仕組みが望まれる
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参考:太陽電池モジュールの特徴:ガラスとアルミフレームが約8割

太陽電池モジュールの材料構成とリサイクル時の素材価値（現状）

モジュール全体 重量[ｔ] 重量比 単位重量当たり
売値[円/kg]

売値
[百万円] 構成比

①アルミフレーム 1,548 15.5% 67 103.17 55.2%
②カバーガラス 6,464 64.6% 2.7 17.17 9.2%
③その他
(EVA/セル/電極材料等) 1,989 19.9% 33.5 66.60 35.6%

①～③合計 10,000 100% 186.93 100％

②～③合計 83.77
出典： 「平成26年度使用済再生可能エネルギー設備のリサイクル等促進実証調査委託業務 報告
書 」よりJPEA作成 但し、②③の単位重量当たり売値は第1回WG 資料による

課題:
１）重量の65％を占めるガラスのリサイクルが課題。

ガラスのリサイクルの現状からは、大量排出時の回収ガラスの需要が見通せない。
今後、逆有価になる恐れがある

２）高度なリサイクルで回収されるのは②＋③(アルミは既にリサイクルされている。)
リサイクルのコスト低減を進めないと排出者の負担を増やすことになる。
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地域との共生を図る取組事例

■発電事業を行うにあたっては、様々な場面で、様々な方々と関わり合いを持つが、企画
立案～撤去及び廃棄まで、最初から最後までお付き合いをするのは、やはり
各地域の住民・自治体の方々。

■そのためには、地域住民の方々に「望まれる、喜んで頂ける」発電所の建
設・運営が必要。
「賃料収入がある」「雇用機会が増える」等も重要ではあるが、各地域の「自然・環境」
に配慮した設計であったり、売電収入の一部を地域振興や子供達のために有効活用していた
だく、あるいは大きな金額でなくとも「自治会費」「お祭り費用」を納める等、発電
事業者ができる「地域との共生」の形は数々ある。

JPEA会員企業が行ってきた「地域との共生」の事例を次ページより紹介させて頂く。

企画立案 設計・施工 運用・管理 撤去及び処分

発電事業

全ての場面において、地域の方々との関わりがある

JPEA発電事業者フォーラム 2018.3. 東京センチュリー株式会社発表資料から引用
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参考）地域との共生を図る取組事例（項目別事例:住民説明・コミュニケーション）

住民説明・コミュニケーション

☀開発時の住民説明は、発電事業における地域との共生を図るうえで、最初にし
て最大のポイント

そのためには、
☞自治体（市町村）との連携
☞建設業者、運転保守管理業者、機器メーカー、あるいは電力会社等との綿密な打ち合わせ

等を通して、地域住民の方々に、「発電事業の持つ意義」、「事業がもたらす地域への
貢献内容」や「事業の安全性」等を充分に説明・理解を得ることが重要

地域住民の方々を招いての説明会
JPEA発電事業者フォーラム 2018.3. 東京センチュリー株式会社発表資料から引用




